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柳
　
収
一
郎
　
議
員 

○｢

残
業
ゼ
ロ｣

の
推
進
に
よ
る
相
乗
効
果

に
つ
い
て 

・
女
性
の
社
会
進
出
を
促
進
す
る
環
境

づ
く
り 

・
市
職
員
の
時
間
外
勤
務
の
実
態 

○
教
育
行
政
に
つ
い
て 

・
新
教
育
長
の
教
育
方
針 

・
市
立
中
学
校
の
女
子
生
徒
の
制
服 

・
文
化
・
ス
ポ
ー
ツ
事
業 

○
選
挙
執
行
に
つ
い
て 

・
選
挙
啓
発
と
投
票
率
の
向
上 

○
農
業
行
政
に
つ
い
て 

・
耕
作
放
棄
地
の
指
導 

金
子
　
裕
美
　
議
員 

○
こ
ど
も
の
権
利
条
例
に
つ
い
て 

・
こ
ど
も
の
権
利
条
例
の
制
定 

○
足
利
市
立
中
学
校
生
徒
の
就
労
に
係
る

死
亡
事
故
に
つ
い
て 

・
第
三
者
調
査
委
員
会
の
設
置 

○
福
祉
行
政
に
つ
い
て 

・
生
活
保
護
の
医
療
扶
助 

・
健
康
増
進
政
策 

○
人
事
制
度
に
つ
い
て 

・
青
年
海
外
協
力
隊
現
職
参
加
の
推
進 

渡
辺
　
　
悟
　
議
員 

○
市
長
の
政
治
姿
勢
に
つ
い
て 

・
知
事
選
の
結
果 

・
県
と
の
関
係 

・
国
と
の
関
係 

○
新
学
校
給
食
共
同
調
理
場
に
つ
い
て 

・
公
募
型
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
方
式
に
よ
る

事
業
者
の
選
定 

・
給
食
数
の
推
移 

・
既
存
の
民
間
調
理
場
の
規
模 

・
委
託
業
者
と
の
契
約 

  

柳 収一郎
議 員

金子 裕美
議 員

渡 辺  悟
議 員

教
育
長

教
育
長

市
　
長

市
　
長

教
育
長

教
育
長

市
　
長

市
　
長

市
　
長

都
市
建
設
部
長

都
市
建
設
部
長

都
市
建
設
部
長

都
市
建
設
部
長

生
活
環
境
部
長

産
業
観
光
部
長

産
業
観
光
部
長

産
業
観
光
部
長

教
育
次
長

福
祉
部
長

福
祉
部
長

福
祉
部
長

教
育
次
長

教
育
次
長

教
育
次
長

教
育
次
長

教
育
次
長

教
育
次
長

教
育
次
長

教
育
次
長

教
育
次
長

市
　
長

市
　
長

市
　
長

市
　
長

市
　
長

市
　
長

市
　
長
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市
長
・
都
市
建
設
部
長

　
本
市
の
害
獣
駆
除
は
、
近
隣
市
に

比
較
し
大
き
な
成
果
が
上
が
っ
て
い

る
。
こ
れ
は
地
域
猟
友
会
の
協
力
と
緊
急

雇
用
創
出
事
業
に
よ
る
支
援
策
が
功
を
奏

し
た
と
考
え
る
が
、
そ
の
具
体
的
な
事
業

内
容
に
つ
い
て
聞
き
た
い
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
イ
ノ
シ
シ
等
の
害
獣

駆
除
を
行
っ
た
場
合
、
そ
の
捕
獲
個
体
の

処
分
作
業
が
発
生
す
る
。
こ
れ
ら
の
廃
棄

作
業
を
猟
友
会
へ
業
務
委
託
し
、
専
門
作

業
員
を
雇
用
し
て
個
体
の
回
収
、
運
搬
、

廃
棄
作
業
を
行
っ
て
い
る
。 

市
立
中
学
校
女
子
生
徒
の
制
服
の 

デ
ザ
イ
ン
を
統
一
す
る
考
え
方
を
問
う
！ 

     

　
制
服
は
各
学
校
の
校
則
で
決
め
ら

れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
各
学
校
は
、

特
色
あ
る
学
校
づ
く
り
や
独
自
性
を
持
っ

た
学
校
運
営
を
目
指
し
て
お
り
、
市
長
の

ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
で
な
く
、
い
ろ
い
ろ
な
意

見
を
聞
い
て
判
断
す
べ
き
で
は
な
い
か
。 

　
　
　
　
　
過
去
の
経
緯
を
踏
ま
え
、
女

子
の
制
服
が
こ
の
ま
ま
で
よ
い
の
か
と
い

う
問
題
意
識
を
持
っ
て
、
学
校
や
Ｐ
Ｔ
Ａ

の
方
々
に
問
い
か
け
を
し
て
い
る
段
階
で

あ
る
。 　

市
民
ス
ポ
ー
ツ
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル

は
平
成
24
年
度
を
も
っ
て
終
了
と
聞

く
が
、
子
供
か
ら
大
人
ま
で
楽
し
く
参
加

で
き
る
催
し
で
あ
り
、
継
続
す
る
こ
と
に

よ
り
、
市
民
ひ
と
り
一
ス
ポ
ー
ツ
の
推
進

に
つ
な
が
る
と
思
う
が
、
再
考
で
き
な
い
か
。 

　
　
　
　
　
　
さ
ま
ざ
ま
な
ス
ポ
ー
ツ
の

イ
ベ
ン
ト
が
あ
る
中
で
、
選
択
と
集
中
の

視
点
に
よ
り
、
平
成
24
年
度
で
区
切
り

を
つ
け
る
方
向
で
検
討
し
て
い
る
。 

           
実
用
的
な
こ
ど
も
の
権
利
条
例
制
定
を
！ 

     

　
あ
し
か
が
こ
ど
も
の
笑
顔
プ
ラ
ン

に
、
こ
ど
も
の
権
利
条
例
の
制
定
を

掲
げ
て
い
る
が
、
そ
の
内
容
と
進
捗
状
況

を
聞
き
た
い
。
ま
た
、
先
進
市
の
よ
う
に
、

こ
ど
も
会
議
や
第
三
者
に
よ
る
相
談
機
関

を
設
置
し
て
は
ど
う
か
。 

　
　
　
　
　
平
成
26
年
度
ま
で
の
条
例

制
定
を
目
指
し
、
庁
内
検
討
会
議
等
を
立

ち
上
げ
具
体
的
に
検
討
し
て
い
く
。
ま
た
、

よ
り
よ
い
条
例
に
す
る
た
め
、
広
く
市
民

の
意
見
を
求
め
て
い
き
た
い
。 

　
生
活
保
護
費
は
年
々
増
加
し
、
平

成
23
年
度
で
は
約
23
億
円
で
あ
る
。

そ
の
う
ち
医
療
扶
助
費
が
約
11
億
6
千

万
円
と
約
半
分
を
占
め
て
い
る
。
制
度
の

見
直
し
が
検
討
さ
れ
て
い
る
中
、
医
師
会

や
薬
剤
師
会
と
連
携
・
協
力
す
る
こ
と
に

よ
り
、
本
市
独
自
で
医
療
扶
助
費
の
削
減

が
図
れ
な
い
か
。 

　
　
　
　
　
　
後
発
医
薬
品
の
使
用
促
進

や
、
お
薬
手
帳
の
活
用
に
つ
い
て
周
知
し
、

嘱
託
医
と
協
議
し
な
が
ら
受
給
者
へ
適
切

な
受
診
を
指
導
す
る
こ
と
で
、
医
療
扶
助

費
の
適
正
化
に
努
め
て
い
き
た
い
。 

新
学
校
給
食
共
同
調
理
場
整
備
を
問
う
！  

   

　
既
存
の
民
間
調
理
場
に
つ
い
て
は
、

設
備
等
償
却
費
を
考
慮
し
た
委
託
費

と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
点
を
考
え
れ
ば
、

公
設
に
近
い
取
り
扱
い
が
可
能
と
思
う
が
、

今
後
ど
の
よ
う
に
扱
っ
て
い
く
の
か
。 

　
　
　
　
　
　
民
間
調
理
場
は
公
設
と
違

い
、
施
設
の
所
有
権
が
民
間
に
あ
る
。
ま

た
、
県
費
で
な
く
市
費
の
栄
養
士
配
置
と

な
る
た
め
市
の
負
担
増
と
な
る
。
今
後
も

こ
れ
ま
で
と
同
様
に
役
割
を
担
っ
て
い
た

だ
く
。 　

現
状
の
ま
ま
新
調
理
場
に
移
行
し

て
も
随
意
契
約
が
続
く
形
に
な
る
。

公
平
性
の
観
点
か
ら
、
入
札
に
よ
る
民
間

活
力
の
導
入
等
が
適
切
で
は
な
い
か
。 
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横
山
　
育
男
　
議
員 

○
市
長
の
政
治
姿
勢
に
つ
い
て 

・
私
人
と
し
て
の
政
治
ス
タ
ン
ス
と
、

公
人
と
し
て
の
選
挙
へ
の
関
わ
り
方 

○
諸
般
に
お
け
る
副
市
長
と
し
て
の
考
え

方
に
つ
い
て 

・
副
市
長
と
し
て
の
市
長
・
職
員
へ
の

役
回
り
と
考
え
方 

・
諸
事
業
を
行
う
上
で
の
考
え
方
、
進

め
方
及
び
議
会
へ
の
対
応 

○
足
利
赤
十
字
病
院
跡
地
へ
の
対
応
に
つ

い
て 

・
足
利
赤
十
字
病
院
跡
地
に
対
す
る
関

与
及
び
考
え
方 

○
学
校
体
育
施
設
夜
間
開
放
に
つ
い
て 

・
学
校
体
育
施
設
夜
間
開
放
の
有
料
化

見
直
し 

小
林
　
貴
浩
　
議
員 

○
市
営
住
宅
に
つ
い
て 

・
春
日
市
営
住
宅
の
あ
り
方 

・
市
営
住
宅
の
今
後
の
あ
り
方 

○
学
校
給
食
に
つ
い
て 

・
民
間
委
託 

・
新
学
校
給
食
共
同
調
理
場 

尾
関
　
栄
子
　
議
員 

○
地
方
自
治
法
に
定
め
ら
れ
た
自
治
体
の

責
務
に
つ
い
て 

・
健
康
で
あ
る
た
め
の
施
策
の
充
実 

○
地
域
経
済
の
活
性
化
に
つ
い
て 

・
地
元
業
者
優
先
の
施
策 

○
子
ど
も
に
や
さ
し
い
ま
ち
づ
く
り
に
つ

い
て 

・
少
子
化
対
策 

○
議
案
第
89
号
　
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第

４
号
）
に
つ
い
て 

○
議
案
第
90
号
　
足
利
市
保
育
所
条
例
の

改
正
に
つ
い
て 

横山 育男
議 員

小林 貴浩
議 員

尾関 栄子
議 員

教
育
長

教
育
長

市
　
長

市
　
長

教
育
長

教
育
長

市
　
長

市
　
長

市
　
長

都
市
建
設
部
長

都
市
建
設
部
長

都
市
建
設
部
長

都
市
建
設
部
長

問 

都
市
建
設
部
長

都
市
建
設
部
長

都
市
建
設
部
長

都
市
建
設
部
長

生
活
環
境
部
長

生
活
環
境
部
長

生
活
環
境
部
長

産
業
観
光
部
長

教
育
次
長

福
祉
部
長

教
育
次
長

教
育
次
長

教
育
次
長

教
育
次
長

教
育
次
長

教
育
次
長

教
育
次
長

教
育
次
長

教
育
次
長

市
　
長

市
　
長

市
　
長

市
　
長

市
　
長

市
長
・
都
市
建
設
部
長

▲春日市営住宅（山下町） 

　
　
　
　
　
　
学
校
給
食
に
つ
い
て
は
、

安
定
的
な
供
給
体
制
確
保
の
た
め
、
市
内

業
者
２
社
に
委
託
す
る
分
散
方
式
と
し
て

い
る
。
新
調
理
場
に
つ
い
て
は
、
業
務
実

績
が
良
好
で
給
食
業
務
を
熟
知
す
る
足
利

市
学
校
給
食
協
同
組

合
に
委
託
す
る
も
の
で
、

新
調
理
場
に
移
行
す

る
上
で
の
リ
ス
ク
が

少
な
く
、
随
意
契
約

は
適
切
と
考
え
る
。 

 

市
長
の
政
治
姿
勢
を
問
う
！ 

     

　
知
事
選
や
衆
議
院
選
の
よ
う
な
本

市
に
と
っ
て
非
常
に
大
切
な
選
挙
に

お
い
て
、
中
立
の
立
場
を
と
り
何
の
行
動

も
と
ら
な
い
で
、
国
・
県
と
の
良
好
な
関

係
を
構
築
で
き
る
の
か
。 

　
　
　
　
　
市
政
を
進
め
る
に
当
た
っ
て
、

国
・
県
と
の
関
係
は
大
変
重
要
で
あ
る
と

認
識
し
て
い
る
。
今
後
も
機
会
あ
る
ご
と

に
連
携
を
図
り
、
協
力
を
い
た
だ
き
な
が

ら
、
共
に
足
利
市
の
た
め
に
、
ま
い
進
し

て
い
く
所
存
で
あ
る
。 

　
学
校
体
育
施
設
夜
間
開
放
に
つ
い

て
、
平
成
24
年
度
か
ら
電
気
使
用

料
相
当
分
を
有
料
化
し
た
が
、
健
全
な
少

年
少
女
の
体
力
づ
く
り
の
た
め
に
、
再
検

討
し
無
料
化
で
き
な
い
か
。 

　
　
　
　
　
　
施
設
の
維
持
管
理
等
を
勘

案
し
、
時
代
に
即
し
た
あ
り
方
を
検
討
し

た
結
果
、
受
益
者
負
担
の
原
則
に
基
づ
き

有
料
化
し
た
。
少
年
等
の
利
用
に
つ
い
て

は
、
１
／
２
負
担
と
し
活
動
を
支
援
し
て

い
る
。 

  

春
日
市
営
住
宅
の
空
き
地
活
用
案
と 

今
後
の
市
営
住
宅
の
あ
り
方
を
問
う
！ 

    

　
本
市
の
賃
貸
住
宅
の
空
き
家
率
は

高
く
な
っ
て
お
り
、
現
状
を
考
え
れ

ば
、
建
て
替
え
で
は
な
く
既
存
の
民
間
住

宅
を
活
用
し
た
借
り
上
げ
市
営
住
宅
と
い

う
方
法
も
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
一
般
財
源
を
必
要
と

し
な
い
市
で
の
建
設
運
営
の
方
が
、
民
間

住
宅
借
り
上
げ
よ
り
も
経
費
的
に
は
有
利

と
考
え
る
。
し
か
し
、
民
間
活
力
の
導
入

や
民
間
ノ
ウ
ハ
ウ
の
活
用
も
ひ
と
つ
の
手

法
と
思
わ
れ
る
の
で
、
国
の
補
助
制
度
の

動
向
に
注
視
し
つ
つ
研
究
し
て
い
き
た
い
。

　
人
口
減
少
に
歯
止
め
を
か
け
、
定

住
人
口
を
増
や
す
た
め
、
現
在
放
置

さ
れ
て
い
る
春
日
市
営
住
宅
の
空
き
地
を

優
良
宅
地
と
し
て
売
却
し
た
場
合
、
固
定

資
産
税
収
入
は
ど
の
程
度
に
な
る
の
か
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
土
地
建
物
を
含
め
た

分
譲
宅
地
用
地
と
し
て
、
年
間
900
万
円

程
度
に
な
る
と
想
定
さ
れ
る
。 

国
保
税
滞
納
者
の
健
康
状
態
の
把
握
を
！ 

     

　
国
保
税
を
滞
納
し
、
資
格
証
の
交

付
を
受
け
て
い
た
方
が
、
お
金
が
な

く
て
病
院
に
行
け
ず
病
気
で
亡
く
な
っ
た
。

こ
う
し
た
こ
と
が
二
度
と
起
こ
ら
な
い
よ

う
、
保
健
師
の
訪
問
等
に
よ
り
、
滞
納
者

の
健
康
状
態
を
把
握
す
べ
き
で
は
な
い
か
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
資
格
証
交
付
後
、
一

定
期
間
が
経
過
し
た
人
を
抽
出
し
て
、
保

健
セ
ン
タ
ー
で
の
健
康
相
談
に
関
す
る
案

内
を
通
知
し
、
相
談
が
あ
れ
ば
電
話
や
保

健
師
の
訪
問
に
よ
る
健
康
相
談
を
行
う
こ

と
を
検
討
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。 


